


厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

トラックでの荷役作業時における 
安全対策が強化されます。

労働安全衛生規則（以下「安衛則」といいます）が改正され「昇降設備の設
置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務
付けられました。
特別教育については令和 6 年 2 月から、それ以外の規定は令和 5 年 10 月
から施行されます。

改正のあらまし

昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます1

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます2

これまで最大積載量 5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量 2トン以上�
5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます�
（一部例外あり）。

テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育 4時間、実技教育 2時間の安全衛生に係る�
特別の教育を行うことが必要になります。

運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます3
運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。�
なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。
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昇降設備、保護帽の設置義務の範囲が拡大されます1

● 昇降設備について（安衛則第 151条の 67関係）

荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量
が 5トン以上のものに加え、2トン以上 5トン未満のものが追加されます。
「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等
が含まれます。なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に
昇降できる形式のものとするようにしてください。

○：現行の規則、●：新設、△：望ましい措置

2t 未満 2t 以上 5t 未満 5t 以上 備 考

床面から荷の上
又は荷台までの
昇降設備の設置

△ ● ○
高さ 1.5m を超える箇所で作業を行うときは、安
衛則第 526 条第 1 項の規定に基づき、原則とし
て昇降設備の設置が義務付けられています。

※荷の積み卸しを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインにおいて、昇降設備の設置や墜落・転落の危険
のある作業において保護帽を着用することとされています。

【テールゲートリフターをステップとして使用する場合の留意事項】

● 保護帽について（安衛則第 151条の 74関係）

荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、
最大積載量が 5トン以上のものに加え、以下のものが追加されます。

①最大積載量が 2トン以上 5トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているも
の又は構造上開閉できるもの（平ボディ車、ウイング車等）。

②最大積載量が 2トン以上 5トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されてい
るもの（テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません）。

保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。
○：現行の規則、●：新設、△：望ましい措置

2t 未満 2t 以上 5t 未満 5t 以上 備 考

墜落による危険を
防止するための
保護帽の着用

△
● 

（上記①②） ○
高さ 2m 以上の箇所で作業を行うときは、安衛則
第 518 条の規定に基づき、墜落による危険を防
止するための措置を講じる必要があります。△ 

（上記以外）

※荷の積み卸しを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインにおいて、昇降設備の設置や墜落・転落の危険
のある作業において保護帽を着用することとされています。

R5.10.1
施行

テールゲートリフターを
昇降設備として使用する
場合は、中間位置で停止
させてステップとして使
用してください。

原則として、テールゲート
リフターの昇降時には、労
働者を搭乗させてはいけま
せん。

※詳細についてはメーカー
取扱説明書をご参照くださ
い。



テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への
特別教育が義務化されます2

荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作※の業務を行う労働者に対し、以下の科目、
時間について特別教育を実施する必要があります。
また、特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する
必要があります。
※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、キャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこ
と等が含まれます。

科 目 範 囲 時 間

学科教育

テールゲートリフターに
関する知識

・テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法
・テールゲートリフターの点検及び整備の方法 1.5 時間

テールゲートリフターによる
作業に関する知識

・荷の種類及び取扱い方法
・台車の種類、構造及び取扱い方法
・保護具の着用
・災害防止

2 時間

関係法令 ・労働安全衛生法令中の関係条項 0.5 時間

実技教育 ・テールゲートリフターの操作の方法 2 時間

【一部省略できる者】
① 施行の日時点において 6 月以上の業務従事歴を有する者は以下の時間とすることができます。

テールゲートリフターに関する知識 ⇒ 45 分以上で可　　テールゲートリフターによる作業に関する知識 ⇒ 省略不可
関係法令 ⇒ 省略不可　　テールゲートリフターの操作の方法 ⇒ 1 時間以上で可

②「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく教育を実施した者は以下のとおり省略できます。
テールゲートリフターに関する知識 ⇒省略可　　テールゲートリフターによる作業に関する知識 ⇒省略可
関係法令 ⇒ 省略不可　　テールゲートリフターの操作の方法 ⇒ 省略不可

③ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会による「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会」を受講した者は 
以下のとおり省略できます。
テールゲートリフターに関する知識 ⇒ 省略不可　　テールゲートリフターによる作業に関する知識 ⇒省略可
関係法令 ⇒ 省略不可　　テールゲートリフターの操作の方法 ⇒ 省略不可

※その他詳細については最寄りの労働基準監督署あてお問い合わせください。

R6.2.1
施行

運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます3

走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合に
おいて、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務
の適用が除外されます。なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、
引き続き義務付けられることにご留意ください。また、逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機
も停止するようにしてください。

R5.10.1
施行



昇降設備の留意事項について

貨物自動車に設置されている昇降用の�
ステップについては、可能な限り乗降�
グリップがあり、三点支持等により安全
に昇降できる形式のものとしてください。

貨物自動車に設置されているステップで
突出していないもの（上から見たときに
ステップが見えない等）は、墜落・転落
するリスクが高いため、より安全な昇降
設備を設置するようにしてください。

可搬式の踏み台等の例

〈墜落のリスクが高い〉 〈望ましい〉

新たに保護帽の着用が必要となるトラックの種類（最大積載量 2トン以上 5トン未満のもの）

保護帽の着用が必要となるもの 適用されないもの

建機運搬車
（荷台の側面が構造上開放されているものの例）

平ボディ車 バン
（テールゲートリフターが設置されていないもの）

バン
（テールゲートリフターが設置されているもの）

ウイング車

（荷台の側面が構造上開閉できるものの例）

※墜落・転落の危険のある作業において
保護帽を着用することが望ましい。

※最大積載量 5トン以上のトラックについては、トラックの種類にかかわらず保護帽の着用が必要です。



テールゲートリフターの種類

その他、気をつけていただきたい事

【床下格納式におけるサイドストッパーの
隙間についての注意事項】

【ロールボックスパレットの不具合を 
確認したとき】

【テールゲートリフターの点検について】
テールゲートリフターについては、安衛則第
151条の75に基づき作業開始前に点検を行っ
てください。

【U字型ロールボックスパレットについて】

メーカー固有の商品名にかかわらず、労働安全衛生規則においては、貨物自動車の荷台の後部に設置された
動力により駆動されるリフトが規制の対象になります。

アーム式 後部格納式垂直式 床下格納式

折り畳み部周辺のサイドストッパーに隙間が
生じるので、隙間から車輪が脱輪しないよう、
注意してください。

ロールボックスパレットの不具合を確認した
場合は、速やかに所有者又は荷主に報告し、
対応を協議してください。

短辺側をストッパーに当てると斜め配置にな
り、転倒や荷崩れにつながるおそれがあります
ので、逸走防止措置を確実に講じてください。

［点検項目の例］

①正常に動作するか、異音がないか
②部材に亀裂、損傷、変形等がないか
③油圧系統に接手のゆるみや油漏れ等がないか
④�スイッチは正常に動作するか、電気系統に異常はないか



厚生労働省では、陸上貨物運送事業における労働災害を防止するため、�
以下のガイドラインを公表しております。
法令に定める事項のほか同ガイドラインに定める措置についても�
積極的な取組を進めていただきますようお願いいたします。

陸上貨物運送事業における荷役作業の
安全対策ガイドライン
陸運業に従事する労働者の荷役作業での労働災害を防止するために、荷役作業
場所における安全の確保等、陸運事業者、荷主、配送先、元請事業者などが取
り組むべき事項を示したもの。

交通労働災害防止のためのガイドライン
交通労働災害の防止を図るための指針として、安全な走行ができない可能性が
高い発注の禁止等、事業者や運転者の責務と、荷主、元請事業者等による配慮
事項等を示したもの。

●令和6年（2024年）4月からトラック運転者の改善基準告示を改正！

発荷主・着荷主・元請運送事業者の皆さまへ

●長時間の恒常的な荷待ちを改善しましょう
トラック運転者の長時間労働や過労の要因となるため、長時間の荷待ちを発生させないよう努めましょう。

改正安衛則の本文や施行通達など、詳しい内容につきましては、�
厚生労働省ホームページからご覧いただけます。

▲詳細はこちらを
ご覧ください

▲詳細はこちらを
ご覧ください

▲詳細はこちらを
ご覧ください

ご不明点は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

検 索労基署　所在案内■ 労働基準監督署一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

（2023.6）

取り組み例
・納品時間の指定を柔軟にする
・納品を特定の曜日・時間帯に集中させない
・積込場所を分散し１か所当たりの車両台数を減らす
・パレットを用いるなどで荷役作業の時間を短縮する
・注文からお届けまでの期間に余裕をもたせる

詳細はこちらをご覧ください▶
「荷主と運送事業者の協力による取引環境と
　長時間労働の改善に向けたガイドライン」
　厚生労働省・国土交通省・公益社団法人
　　　　　全日本トラック協会（2019/08）



近隣県でのテールゲートリフターの操作に係る特別教育日程 

 

福井県 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 福井県支部(福井県トラック協会) 

  福井市別所町 17-18-1 福井県トラック総合研修会館 

  問い合わせ・申し込み先 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 福井県支部 

 0776－34－1713 

 日程 

   令和５年 10月 12 日 福井会場 福井県トラック協会 

   令和５年 10月 19 日 福井会場 福井県トラック協会 

   令和５年 10月 26 日 敦賀会場 プラザ萬象 

   令和５年 10月 28 日 福井会場 福井県トラック協会 

  

 

 

石川県 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 石川県支部(石川県トラック協会) 

  石川県金沢市粟崎町 4-84-10 

  問い合わせ・申し込み先 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 石川県支部 

                             076-239-2393 

 日程 

   令和５年９月 21日 石川県トラック協会 

   令和５年９月 28日 石川県トラック協会 

   令和５年 10月５日 石川県トラック協会 

   令和５年 10月 11 日 石川県トラック協会 

 

 

 

滋賀県 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 滋賀県支部(滋賀県トラック協会) 

  滋賀県守山市木浜町 2298-４ 

  問い合わせ・申し込み先 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 滋賀県支部 

                             077-585-8080 

 日程 

  陸上貨物運送事業労働災害防止協会 滋賀県支部にお問い合わせください。 
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１年 216時間
１か月 18時間

の削減が必要‼

県内の道路貨物運送業事業主のみなさまへ

働き方改革は進んでいますか？

改正労基法の適用猶予が順次廃止されます

～2024（令和６）年3月31日 2024（令和６）年4月1日～

自動車運転
の業務

上限規制は
適用されない。

• 特別条項付き36協定を締結する場合の時
間外労働の上限は年960時間（休日労働
を含まない）。

• 時間外・休日労働について「月100時間未満/２～
６か月平均80時間以内」の規制は適用されない。

• 「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年
6か月まで」の規制は適用されない。

今ここ！
これから変わります☞

現在

１年 1,176時間(※)

2024（令和６）年4月1日～

１年 960時間
（※）所定労働時間8時間・休憩1時間と仮定
• 40H×52W＝2,080H（年間法定労働時間）
• 2,080÷8=260H（年間休憩時間）
• 293H×12M－2,080H－260H=1,176H

〔総拘束時間より算出〕

2019（平成31）年4月1日に施行された改正労働基準法が５年の猶予を経て、
2024（令和６）年4月1日から自動車運転の業務に従事する労働者にも上限
規制が適用されます。

Point 
自動車運転の業務においても時間外労働の
上限規制が適用されます（罰則付き）

2024（令和６）年4月1日～改正改善基準告示が適用されます。

改善基準告示の改正

ドライバーの長時間労働につながっているかもしれない問題や
その解決につながる施策候補例なども確認できるサイトです。

改正改善基告示の内容

荷主のための
物流ワンポイント講座

簡単自己診断

トラック運転者の労働時間
短縮動画セミナー

トラック運転者の長時間労働改善に
向けたポータルサイト

http://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp

準備は進んでいますか？ こちらもチェック！

時間外労働の上限規制

（主な内容）

１年の拘束時間 原則 3,300時間

１か月の拘束時間 原則 284時間 最大 310時間（※）

１日の拘束時間
原則 13時間以内
上限 15時間（14時間超は週２回まで）

１日の休息期間 継続11時間以上を基本、９時間を下回らない

（※）１年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回まで（さらに、①②を満たす必要あり）
①284時間超は連続3か月まで
②１か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める。
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福井市西木田2丁目8-1

福井商工会議所ビル1階

ふくい働き方改革推進支援センター
（受託者：全国社会保険労務士会連合会）

☎ 0120-144-864（通話無料）
fukui-hatarakikata@shakaihokenroumushi.jp

受付時間｜午前９時～午後５時

（土日祝・年末年始を除く）

長時間労働の是正 同一労働同一賃金

生産性向上による
賃金引上げ

人手不足の解消
に向けた雇用管理改善

４つの取組をワンストップで支援します。
すべての事業主の方がご利用いただけます。

ふくい働き方改革推進支援センター にご相談ください

各署の労働時間相談・支援班 にご相談ください

お困りごとはございませんか？ ご相談は①でも②でも承ります。

【個別訪問によるコンサルティング】

労務管理の専門家（社会保険労務士）が訪問し、
コンサルティングを行います

【相談支援】

電話・メール・来所・オンラインで相談にお答えします

【各種セミナー】

専門家によるセミナーを開催しています

（厚生労働省福井労働局委託事業）

厚生労働省 福井労働局 各労働基準監督署

無料で専門家（社労士）にご相談いただける
ワンストップ支援の相談窓口があります

助成金を活用したいが
利用できる助成金が

わからない

労働時間を短縮したい

年次有給休暇の取得率を
上げるにはどうすればよいか

そのお悩み、解決できるかもしれません！

(2023.5）

改正労基法の内容を
もっと聞きたい

☞わかりやすく丁寧にご説明します

労務管理上の課題を
探りたい

☞実情を伺いながら一緒に考えましょう

そもそも労働基準法にはどんな
ルールが定められているの？

☞基本から丁寧にご説明します

他社は
どう対応しているの？

☞他社の改善事例をご紹介できるかもしれません

最寄りの労働基準監督署まで、お気軽にご相談ください！

福井労働基準監督署 福井市開発1丁目121番地5   ☎ 0776-54-6167
武生労働基準監督署 越前市中央1丁目6番4号 ☎ 0778-23-1440
敦賀労働基準監督署 敦賀市鉄輪町1丁目7番3号 ☎ 0770-22-0745
大野労働基準監督署 大野市弥生町1番31号 ☎ 0779-66-3838

無料です

もちろん

労働基準監督署の労働時間相談・支援班が
改正労働基準法・労務管理改善などのご説明をいたします

約1,000社以上の企業にご利用いただいております！

立入調査では
ないので

法違反の是正指導
はしません
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